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専第２号 

   専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

税条例等の一部を改正する条例を定めることについて専決処分したので、同条第３項

の規定により、これを報告し、承認を求める。 

  令和２年５月１９日報告 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

専決第４号 

   各務原市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

税条例等の一部を改正する条例を定めることについて、次のとおり専決処分する。 

  令和２年３月３１日 

                   各務原市長  浅 野 健 司      
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 各務原市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

各務原市条例第１８号 
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各務原市税条例等の一部を改正する条例 

（各務原市税条例の一部改正） 

第１条 各務原市税条例（昭和３８年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第２７条の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同

条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

第２７条の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同

条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、同項

第４号を同項第３号とする。 

第３８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５項

及び第１１項」に改める。 

第４２条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に、「若しくは所

有者」を「、若しくは所有者」に、「又は所有者」を「、又は所有者」に、「、同

日前」を「同日前」に改め、同条第４項中「、震災」を「震災」に、「によって」

を「により」に、「においては」を「には」に、「これを固定資産課税台帳」を「、

固定資産課税台帳」に、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段

として次のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その

旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第４２条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、同

項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「第４９条の２」

を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条

第７項とし、同条第５項中「法令」を「、法令」に、「によって」を「により」に、

「若しくは収益することができる」を「、若しくは収益することができる」に、「に

おいては」を「には」に、「又は収益することができる」を「、又は収益すること

ができる」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「それぞれ」を「、

それぞれ」に、「間は当該」を「間は、当該」に、「課する」を「課することがで

きる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が

不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみ

なして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨
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を当該使用者に通知しなければならない。 

第４９条第２項ただし書中「基準年度の固定資産税」を「、基準年度の固定資産

税」に改め、同条第３項中「当該価格」を「、当該価格」に改め、同項ただし書中

「基準年度の固定資産税」を「、基準年度の固定資産税」に、「、又は市内」を「又

は市内」に、「においては当該」を「においては、当該」に改め、同条第５項ただ

し書中「第２年度の固定資産税」を「、第２年度の固定資産税」に、「、又は市内」

を「又は市内」に改め、同条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を

「第３４９条の３第１１項」に改める。 

第４９条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４

９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４

９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４

９条の３第２９項」に改める。 

第６１条の３の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第６１条の４ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この

条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３月

を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

（１）土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関

係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

（２）土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充

課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個

人の住所及び氏名

（３）その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第６２条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は現

所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

第８１条の２第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第

４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」

を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出

している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次
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に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又

は消費等について、第８１条の４第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法

第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとす

る製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２の３第１

項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。 

第８１条の４第１項中「第８１条の２第２項」を「第８１条の２第３項」に改め

る。 

第１１６条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項から

第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４項」を

「第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、第２５項、

第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項」に改める。 

附則第７条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「法附則第６条第４項」

を「、法附則第６条第４項」に改める。 

附則第９条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第９条の２中「、第１９項、第２１項から第２５項まで、第２７項、第２８

項、第３２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４８項

から第５０項まで」を「から第２２項まで、第２４項、第２５項、第２９項、第３

３項、第３７項から第３９項まで、第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは

第４８項」に、「又は第３４項」を「又は第３３項」に、「第３４項又は法」を「第

３３項又は」に改める。 

附則第９条の３第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を「附

則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「附則第

１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条

第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項を削り、同条第７

項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附

則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を同条第６項とし、同条第９項中「附

則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に改め、同項
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を同条第７項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第

１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条第８項とし、同項の次に次の１項を

加える。 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第９条の３第１１項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条

第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第１

５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項を同条

第１１項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５

条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を削り、同

条第１５項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項

を同条第１３項とし、同条第１６項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条

第３９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１７項中「附則第１５条第４

７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１８

項を同条第１６項とする。 

附則第１０条の２第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土

地」を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に改める。 

附則第１１条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１１条の３中「第１９項」を「第１８項」に、「又は法」を「又は」に改

める。 

附則第１２条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１２条の２の２中「第１９項」を「第１８項」に、「又は法」を「又は」

に改める。 

附則第１４条第１項中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１６条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改める。 

（各務原市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 各務原市税条例の一部を改正する条例（令和元年条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条のうち各務原市税条例第１２条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１条第４号を次のように改める。 

（４）削除 
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附則第１条第５号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

附則第２条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（市民税に関する経過措

置）」を付する。 

附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の各務原市税条例（以下「新条例」という。）第

２７条の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規

定する申告書について適用する。 

２ 新条例第２７条の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第２７条の

３第１項に規定する申告書について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第４２条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第４２条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。 

４ 新条例第６１条の４の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であるこ

とを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定

する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計

画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第４０項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従

前の例による。 

３ 施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第  号）

の施行の日の前日までの間における新条例附則第９条の２の規定の適用については、

同条中「、第４７項若しくは第４８項」とあるのは、「若しくは第４７項」とする。 
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専第３号 

専決処分の承認について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

令和２年５月１９日報告 

各務原市長  浅 野 健 司      

専決第５号 

各務原市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて、次のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

各務原市長  浅 野 健 司      

9



各務原市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月３１日 

各務原市長  浅 野 健 司      

各務原市条例第１９号 

10



各務原市介護保険条例の一部を改正する条例 

各務原市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成３

１年度及び平成３２年度の各年度」を「令和２年度」に、「２万２，０５０円」を「１

万７，６４０円」に改め、同条第３項中「平成３１年度及び平成３２年度の各年度」

を「令和２年度」に、「３万８７０円」を「２万３，５２０円」に改め、同条第４項

中「平成３１年度及び平成３２年度の各年度」を「令和２年度」に、「４万２，６３

０円」を「４万１，１６０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の各務原市介護保険条例の規定は、令和２年度分の保険料から適用し、令

和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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専第５号 

   専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

税条例の一部を改正する条例を定めることについて専決処分したので、同条第３項の

規定により、これを報告し、承認を求める。 

  令和２年５月１９日報告 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

専決第９号 

   各務原市税条例の一部を改正する条例を定めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

税条例の一部を改正する条例を定めることについて、次のとおり専決処分する。 

  令和２年４月３０日 

                   各務原市長  浅 野 健 司      
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 各務原市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年４月３０日 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

各務原市条例第２０号 
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各務原市税条例の一部を改正する条例 

各務原市税条例（昭和３８年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

附則第９条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１条又

は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１

条若しくは第６２条」を加える。 

附則第９条の２中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」に改め、

「第１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。 

附則第９条の３に次の１項を加える。 

１７ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、零とする。 

附則第１４条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２２条 第５条の３第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第

１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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専第６号 

専決処分の承認について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて専決処分したので、同

条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

令和２年５月１９日報告 

各務原市長  浅 野 健 司      

専決第１０号 

各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて、次のとおり専決処分

する。 

令和２年４月３０日 

各務原市長  浅 野 健 司      
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各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年４月３０日 

各務原市長  浅 野 健 司      

各務原市条例第２１号 
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各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

各務原市国民健康保険条例（昭和３８年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「次条第２項において」を「以下」に改める。 

第２２条に次の１項を加える。 

３ 市長は、納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由が

あると認めるときは、延滞金を減免することができる。 

第２４条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、納期限までに提出ができないことについてやむを得ない理由があると市

長が認める場合は、この限りでない。 

附則に次の４条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第９条 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険

法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けてい

る被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型

コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）に感染した

とき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに

限る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過し

た日（令和２年１月１日から規則で定める日までの間の日に限る。）から労務に服

することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被

保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の

直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を当該期間における就労日数

で除した金額（その金額に５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上

１０円未満の端数があるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の

２に相当する金額（その金額に５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、５

０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとする。）とす

る。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の

標準報酬月額の３０分の１に相当する金額（その金額に５円未満の端数があるとき

はこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときはこれを１０円に切り上

げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に５０銭未満の端数があ
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るときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切

り上げるものとする。）を超えるときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えない

ものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等と

の調整） 

第１０条 前条第１項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に感染した場

合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合にお

いて給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けること

ができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与

等の額が、同条第２項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支

給する。 

第１１条 前条に規定する者がその受けることができるはずであった給与等の全部又

は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、そ

の一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額

より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書

の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。 

２ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主

から徴収する。 

第１２条 附則第９条第１項、第１０条ただし書及び前条第１項の規定にかかわらず、

傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共

済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに

相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第９条から第１２条までの規定は、

令和２年１月１日から適用する。 
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専第７号 

専決処分の承認について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて専決処分し

たので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

令和２年５月１９日報告 

各務原市長  浅 野 健 司      

専決第１１号 

各務原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めることにつ

いて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、次のとお

り専決処分する。 

令和２年４月３０日 

各務原市長  浅 野 健 司      
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各務原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年４月３０日 

各務原市長  浅 野 健 司      

各務原市条例第２２号 
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各務原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

各務原市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

（８）広域連合条例附則第１５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付 

第６条に次の１項を加える。 

３ 市長は、納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由が

あると認めるときは、延滞金を減免することができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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専第８号

専決処分の承認について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて専決処分したので、同条第

３項の規定により、これを報告し、承認を求める。

令和２年５月１９日報告

各務原市長  浅 野 健 司     

専決第１２号

各務原市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、各務原市

介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて、次のとおり専決処分する。

令和２年４月３０日

各務原市長  浅 野 健 司     
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各務原市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和２年４月３０日

各務原市長  浅 野 健 司     

各務原市条例第２３号
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各務原市介護保険条例の一部を改正する条例 

各務原市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第９条に次の１項を加える。 

３ 市長は、納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由が

あると認めるときは、延滞金を減免することができる。 

第１１条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、期限までに提出ができないことについてやむを得ない理由があると市長

が認める場合は、この限りでない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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